
 

 

ご提出いただいた「第２章 各主体の権利、役割及び責務」に関する具体的な改正意見

について、現行の条文との対照表を作成しました。 

 

【第１節 市民】 

討議員からの改正意見 現行の条文 

（市民の権利） 

第５条 市民は、自治の主体として、ま

ちづくりに参加する権利を有します。 

（市民の権利） 

第５条 市民は、まちづくりに参加する

権利を有します。 

２ 市民は、まちづくりに関する情報を

知る権利を有します。 

２ 市民は、まちづくりに関する情報を

知る権利を有します。 

（市民の権利） 

第５条 市民は、まちづくりの主体とし

て、まちづくりに参加する権利を有し

ます。 

（市民の権利） 

第５条 市民は、まちづくりに参加する

権利を有します。 

２ 市民は、まちづくりに関する情報を

知る権利を有します。 

２ 市民は、まちづくりに関する情報を

知る権利を有します。 

（市民の役割） 

第６条 市民は、互いに暮らしやすい地

域社会を実現するよう努めるものと

します。 

（市民の役割） 

第６条 市民は、互いに暮らしやすい地

域社会を実現するよう努めるものとし

ます。 

２ 市民は、まちづくりに参加するにあ

たっては、自らの発言と行動に責任を

持つものとします。 

２ 市民は、まちづくりに参加するにあ

たっては、自らの発言と行動に責任を

持つものとします。 

３ 市内在住の市民は区（自治会活動）

への加入に努めます。 

 

（市民の役割） 

第６条 市民は、互いに暮らしやすい地

域社会を実現するよう努めるものと

します。 
 

（市民の役割） 

第６条 市民は、互いに暮らしやすい地

域社会を実現するよう努めるものとし

ます。 
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２ 市民は、まちづくりの主役であるこ

とから、自らの発言と行動に責任を持

つものとします。 

２ 市民は、まちづくりに参加するにあ

たっては、自らの発言と行動に責任を

持つものとします。 

 

【第３節 区】 

討議員からの改正意見 現行の条文 

（区等の役割） 

第８条 区は、共通の課題に取り組み、

互いに支えあう地域づくりに努めま

す。 

（区等の役割） 

第８条 区は、対象地域における共通課

題を解決し、福祉の向上を図ります。 

２ 区は、まちづくりを推進するため、

対象地域に住む人等の意見の把握と

集約に努めます。 

２ 区は、まちづくりを推進するため、

対象地域に住む人等の意見の把握と集

約に努めます。 

３ 区は、対象地域に住む人等の参加の

機会を確保するとともに、参加、協力

に必要な環境づくりに努めなければ

なりません。 

３ 区は、対象地域に住む人等の参加の

機会を確保するとともに、参加、協力

に必要な環境づくりに努めなければな

りません。 

４ 区長は、区の代表者として、第１項

の目的の達成に努めます。 

４ 区長は、区の代表者として、第１項

の目的の達成に努めます。 

 （区等の役割） 

第８条 区は、対象地域における共通課

題を解決し、福祉の向上を図ります。 

 （区等の役割） 

第８条 区は、対象地域における共通課

題を解決し、福祉の向上を図ります。 

２ 区は、まちづくりを推進するため、

対象地域に住む人等の意見の把握と

集約に努めます。 

２ 区は、まちづくりを推進するため、

対象地域に住む人等の意見の把握と集

約に努めます。 

３ 区は、対象地域に住む人等の参加の

機会を確保するとともに、参加、協力

に必要な環境づくりに努めます。 

３ 区は、対象地域に住む人等の参加の

機会を確保するとともに、参加、協力

に必要な環境づくりに努めなければな

りません。 

４ 区長は、区の代表者として、第１項

の目的の達成に努めます。 

４ 区長は、区の代表者として、第１項

の目的の達成に努めます。 
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 （区等の役割） 

第８条 区は、対象地域における共通課

題を解決し、福祉の向上を図ります。 

 （区等の役割） 

第８条 区は、対象地域における共通課

題を解決し、福祉の向上を図ります。 

２ 区は、まちづくりを推進するため、

対象地域に住む人等の意見の把握と

集約に努めます。 

２ 区は、まちづくりを推進するため、

対象地域に住む人等の意見の把握と集

約に努めます。 

３ 区は、対象地域に住む人等の参加の

機会を確保するとともに、参加、協力

に必要な環境づくりに努めるものと

します。 

３ 区は、対象地域に住む人等の参加の

機会を確保するとともに、参加、協力

に必要な環境づくりに努めなければな

りません。 

４ 区長は、区の代表者として、第１項

の目的の達成に努めます。 

４ 区長は、区の代表者として、第１項

の目的の達成に努めます。 

 （区等の役割） 

第８条 区の自治会は、対象地域におけ

る共通課題を解決し、福祉の向上を図

ります。 

 （区等の役割） 

第８条 区は、対象地域における共通課

題を解決し、福祉の向上を図ります。 

２ 区の自治会は、まちづくりを推進す

るため、対象地域に住む人等の意見の

把握と集約に努めます。 

２ 区は、まちづくりを推進するため、

対象地域に住む人等の意見の把握と集

約に努めます。 

３ 区の自治会は、対象地域に住む人等

の参加の機会を確保するとともに、参

加、協力に必要な環境づくりに努めな

ければなりません。 

３ 区は、対象地域に住む人等の参加の

機会を確保するとともに、参加、協力

に必要な環境づくりに努めなければな

りません。 

４ 区長は、区の自治会の代表者とし

て、第１項の目的の達成に努めます。 

４ 区長は、区の代表者として、第１項

の目的の達成に努めます。 

 （区等の役割） 

第８条 区は、市の執行機関との連携の

もと、対象地域における共通課題を解

決し、福祉の向上を図ります。 

 （区等の役割） 

第８条 区は、対象地域における共通課

題を解決し、福祉の向上を図ります。 

２ 区は、まちづくりを推進するため、

対象地域に住む人等の意見の把握と

集約に努めます。 

２ 区は、まちづくりを推進するため、

対象地域に住む人等の意見の把握と集

約に努めます。 
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３ 区は、対象地域に住む人等の参加の

機会を確保するとともに、参加、協力

に必要な環境づくりに努めなければ

なりません。 

３ 区は、対象地域に住む人等の参加の

機会を確保するとともに、参加、協力

に必要な環境づくりに努めなければな

りません。 

４ 区長は、区の代表者として、第１項

の目的の達成に努めます。 

４ 区長は、区の代表者として、第１項

の目的の達成に努めます。 

  

（区に加入したと認める要件を規定す

る。） 

 （区への加入） 

第９条 本市に住む人は、前条第1項の

目的を達成するため、区へ加入しなけ

ればなりません。 

（区への加入） 

第９条 本市に住む人は、前条第1項の

目的を達成するため、区の自治会へ加

入しなければなりません。 

 （区への加入） 

第９条 本市に住む人は、前条第1項の

目的を達成するため、区へ加入しなけ

ればなりません。 

（区への加入） 
第９条 本市に住む人は、前条第1項の

目的を達成するため、区へ加入しま

す。 

（区への加入） 

第９条 本市に住む人は、前条第1項の

目的を達成するため、区へ加入しなけ

ればなりません。 

（区への加入） 

第９条 本市に住む人は、前条第1項の

目的を達成するため、区へ加入するも

のとします。 

（区への加入） 

第９条 本市に住む人は、前条第1項の

目的を達成するため、区へ加入しなけ

ればなりません。 

（区への加入） 

第９条 本市に住む人は、前条第1項の

目的を達成するため、区（もしくは自

治活動組織）への加入に努めます。 

（区への加入） 
第９条 本市に住む人は、前条第1項の

目的を達成するため、区へ加入しなけ

ればなりません。 

（区への加入） 

第９条 本市に住む人は、前条第1項の

目的を達成するため、区へ加入し、事

業に参加・協力しなければなりませ

ん。 

（区への加入） 

第９条 本市に住む人は、前条第1項の

目的を達成するため、区へ加入しなけ

ればなりません。 
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【第４節 事業者】 

討議員からの改正意見 現行の条文 

（事業者の役割） 

第１０条 事業者は、社会的責任を自覚

し、地域社会の一員として積極的にま

ちづくりに寄与するものとします。 

（事業者の役割） 

第１０条 事業者は、社会的責任を自覚

し、地域社会の一員としてまちづくり

に寄与するものとします。 

 

【第５節 市議会】 

（市議会の責務） 

第１１条 市議会は、市民を代表する意

思決定機関として、市政を監視及び評

価し、適切な市政運営を確保します。 

（市議会の責務） 

第１１条 市議会は、市民を代表する意

思決定機関として、市政を監視及び評

価し、適切な市政運営を確保しなけれ

ばなりません。 

２ 市議会は、自治の発展のため、市民

の意思を的確に把握し、政策の積極的

な立案及び提言に努めます。 

２ 市議会は、自治の発展のため、市民

の意思を的確に把握し、政策の積極的

な立案及び提言に努めなければなりま

せん。 

３ 市議会は、市民に積極的に情報公開

し、市民参加による開かれた議会運営

を行います。 

３ 市議会は、市民に積極的に情報公開

し、市民参加による開かれた議会運営

を行わなければなりません。 

（市議会の責務） 

第１１条 市議会は、市民を代表する意

思決定機関として、市政を監視及び評

価し、適切な市政運営を確保するもの

とします。 

（市議会の責務） 

第１１条 市議会は、市民を代表する意

思決定機関として、市政を監視及び評

価し、適切な市政運営を確保しなけれ

ばなりません。 

２ 市議会は、自治の発展のため、市民

の意思を的確に把握し、政策の積極的

な立案及び提言に努めるものとしま

す。 

２ 市議会は、自治の発展のため、市民

の意思を的確に把握し、政策の積極的

な立案及び提言に努めなければなりま

せん。 

３ 市議会は、市民に積極的に情報公開

し、市民参加による開かれた議会運営

を行うものとします。 

３ 市議会は、市民に積極的に情報公開

し、市民参加による開かれた議会運営

を行わなければなりません。 
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（「公平」の文言を入れる。） 

（市議会の責務） 

第１１条 市議会は、市民を代表する意

思決定機関として、市政を監視及び評

価し、適切な市政運営を確保しなけれ

ばなりません。 

 ２ 市議会は、自治の発展のため、市民

の意思を的確に把握し、政策の積極的

な立案及び提言に努めなければなりま

せん。 

 ３ 市議会は、市民に積極的に情報公開

し、市民参加による開かれた議会運営

を行わなければなりません。 

（市議会議員の責務） 

第１２条 市議会議員は、市議会の責務

を自覚し、政治倫理の確立に努め、そ

の職務を公正かつ誠実に遂行します。 

（市議会議員の責務） 
第１２条 市議会議員は、市議会の責

務を自覚し、政治倫理の確立に努め、

その職務を公正かつ誠実に遂行しなけ

ればなりません。 

（市議会議員の責務） 
第１２条 市議会議員は、市議会の責務

を自覚し、政治倫理の確立に努め、そ

の職務を公正かつ誠実に遂行するも

のとします。 

（市議会議員の責務） 

第１２条 市議会議員は、市議会の責務

を自覚し、政治倫理の確立に努め、そ

の職務を公正かつ誠実に遂行しなけれ

ばなりません。 

（市議会議員の責務） 

第１２条 市議会議員は、市議会の責務

を自覚し、政治倫理の向上に努め、そ

の職務を公正かつ誠実に遂行しなけ

ればなりません。 

（市議会議員の責務） 

第１２条 市議会議員は、市議会の責務

を自覚し、政治倫理の確立に努め、そ

の職務を公正かつ誠実に遂行しなけれ

ばなりません。 

（市議会事務局の職員の責務） 

第１３条 市議会事務局の職員は、職務

の遂行に必要な知識と能力の向上に

努め、誠実かつ効率的に市議会の活動

を補佐します。 

（市議会事務局の職員の責務） 
第１３条 市議会事務局の職員は、職務

の遂行に必要な知識と能力の向上に努

め、誠実かつ効率的に市議会の活動を

補佐しなければなりません。 
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（市議会事務局の職員の責務） 

第１３条 市議会事務局の職員は、職務

の遂行に必要な知識と能力の向上に

努め、誠実かつ効率的に市議会の活動

を補佐するものとします。 

（市議会事務局の職員の責務） 
第１３条 市議会事務局の職員は、職務

の遂行に必要な知識と能力の向上に努

め、誠実かつ効率的に市議会の活動を

補佐しなければなりません。 

 

【第６節 市の執行機関】 

（市の執行機関の責務） 
第１４条 市の執行機関は、市民の福祉

の向上を図るため、その事務を自らの

判断と責任において誠実に執行しま

す。 

（市の執行機関の責務） 
第１４条 市の執行機関は、市民の福祉

の向上を図るため、その事務を自らの

判断と責任において誠実に執行しなけ

ればなりません。 

（市の執行機関の責務） 
第１４条 市の執行機関は、市民の福祉

の向上を図るため、その事務を自らの

判断と責任において誠実に執行する

ものとします。 

（市の執行機関の責務） 
第１４条 市の執行機関は、市民の福祉

の向上を図るため、その事務を自らの

判断と責任において誠実に執行しなけ

ればなりません。 

（市の執行機関の責務） 

第１４条 市の執行機関は、市民の福祉

の向上を図るため、区等と連携のも

と、その事務を自らの判断と責任にお

いて誠実に執行しなければなりませ

ん。 

（市の執行機関の責務） 
第１４条 市の執行機関は、市民の福祉

の向上を図るため、その事務を自らの

判断と責任において誠実に執行しなけ

ればなりません。 

（市長の責務） 

第１５条 市長は、市民の信託に応え、

市の代表者として市民との対話を重

視し、公正かつ誠実に市政を運営しま

す。 

（市長の責務） 
第１５条 市長は、市民の信託に応え、

市の代表者として市民との対話を重視

し、公正かつ誠実に市政を運営しなけ

ればなりません。 

（市長の責務） 

第１５条 市長は、市民の信託に応え、

市の代表者として市民との対話を重

視し、公正かつ誠実に市政を運営する

ものとします。 

（市長の責務） 
第１５条 市長は、市民の信託に応え、

市の代表者として市民との対話を重視

し、公正かつ誠実に市政を運営しなけ

ればなりません。 
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（市民との対話が、偏ったものにならな

いような文言を入れる。） 

（市長の責務） 
第１５条 市長は、市民の信託に応え、

市の代表者として市民との対話を重視

し、公正かつ誠実に市政を運営しなけ

ればなりません。 

（市の執行機関の職員の責務） 

第１６条 市の執行機関の職員は、職務

の遂行に必要な知識と能力の向上に

努め、誠実かつ効率的に職務を遂行し

ます。 

（市の執行機関の職員の責務） 
第１６条 市の執行機関の職員は、職務

の遂行に必要な知識と能力の向上に努

め、誠実かつ効率的に職務を遂行しな

ければなりません。 

（市の執行機関の職員の責務） 

第１６条 市の執行機関の職員は、職務

の遂行に必要な知識と能力の向上に

努め、誠実かつ効率的に職務を遂行す

るものとします。 

（市の執行機関の職員の責務） 

第１６条 市の執行機関の職員は、職務

の遂行に必要な知識と能力の向上に努

め、誠実かつ効率的に職務を遂行しな

ければなりません。 

  

（職員は「誰のため」「何のため」に職

務を遂行するかを徹底していくよう

な文言を入れる。） 

（市の執行機関の職員の責務） 

第１６条 市の執行機関の職員は、職務

の遂行に必要な知識と能力の向上に努

め、誠実かつ効率的に職務を遂行しな

ければなりません。 
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